
子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法及び関連する法律に基づいて、幼児期の教育・保育、
地域の子ども・子育て支援事業に関する量の拡充と質の向上を進めていくための計画です。計画の策定に当たっ
ては、人口推計や保護者へのアンケート調査等により、将来的なニーズの把握を行っています。

その他、毎年度、計画の進捗状況の点検・評価を行うとともに、必要に応じて見直しを行います。

その他、⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業、⑬多様な主体が子ども・子育て支援新制度に参入することを促進するための事業を実施します。

本市で生活する全ての市民と行政が力を合わせ、元気っ子育成支援プランⅢを具体的・効果的に推進していく
ために、家庭、まちぐるみの協力者、企業及び行政それぞれの役割を設定します。

〒399-0786　塩尻市大門七番町３番３号　　電話：0263-52-0280（代表） 　　FAX：0263-52-0643
塩尻市こども教育部こども課

塩尻市公式ホームぺージ（子育て・教育> 子育て支援・相談)
https://www.city.shiojiri.lg.jp/kosodate/kosodate/index.html

子育てに
必要な人々 役　　割

家　庭 子育ての責任を果たしながら、子どもを健康に育てる役割を担います。

まちぐるみの
協力者

【組、常会、区、地区などの幅広い市民や企業、ＮＰＯ、各種団体など】
家庭の外で活動する子どもを見守り、育む役割を担います。

【企業】
まちぐるみの協力者として、家庭と仕事を両立できる子育てしやすい職場
づくりを目指し、家庭をサポートする役割を担います。

行　政
家庭やまちぐるみの協力者では担いきれない問題を解決する役割や、子
育てに関わるまちぐるみの協力者同士のつなぎ役としての役割、目指す
まちの姿の実現に総合的な視点から取り組んでいく役割を担います。

本市では、平成17年度に次世代育成支援対策推進法に基づく元気っ子育成支援プランを、平成27年度には子ど
も・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画を加えた元気っ子育成支援プランⅡを策定し、少子化対策
及び子育て支援の充実を図ってきました。
しかし、全国的に急速に少子化が進行する中で、地域のつながりの希薄化、共働き世帯の増加など、子どもや子

育て世帯を取り巻く環境は大きく変化し、子育てへの不安感、負担感、孤立感が高まっています。また、児童虐待
や子どもの貧困問題などの深刻な課題に対し、これまで以上の取組が求められています。
そうした中、これまでの計画を継承しつつ、本市の特性を生かした取組をより充実させるため、新たに元気っ子

育成支援プランⅢを策定しました。この計画は、子どもを育む基盤である家庭を支援し、子どもたちの健やかな成
長を支えるため、子ども・子育てに関する取組を総合的かつ網羅的にまとめたものです。その実現に向けて、行政
をはじめ、家庭、地域、企業など、地域に暮らす全ての皆様の連携のもと、まちぐるみで取組を進めていきます。
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取組の内容
１号認定、２号認定のうち教育を希望する者（年少児～年長児） 幼稚園、認定こども園で教育を提供します。

２号認定（年少児～年長児） 保育園、認定こども園で保育を提供します。

３号認定（３歳未満児） 保育園、認定こども園、地域型保育事業所で保育を提供します。

①利用者支援事業（こども課、中央あんしんサポートルーム、
　北部あんしんサポートルーム）

子どもとその保護者、妊娠している方が必要な支援事業等を利用できるよう、情報提供
や相談、連絡調整を行います。

②地域子育て支援拠点事業
　（子育て支援センター、北部子育て支援センター、こども広場、つどいの広場）

乳幼児とその保護者が相互に交流できる場所を提供し、相談や情報提供などの援助を行
います。

③妊婦健康診査 医療機関での健康診査の費用を助成し、母体及び胎児の健康確保を図ります。

④乳児家庭全戸訪問事業 生後１年未満の乳児のいる家庭を保健師が訪問し、母子の健康状況の把握や子育てに関
する情報提供を行います。

⑤養育支援訪問事業 養育支援が必要な家庭を訪問し、指導、相談等を行い、諸問題の解決、軽減等を図ります。

⑥子育て短期支援事業（子育支援ショートステイ事業） 保護者の疾病等により家庭での養育が一時的に困難になったときに、児童養護施設でお
預かりします。

⑦ファミリー・サポート・センター事業 子どもを預かってほしい者（依頼会員）と子育ての援助ができる者（提供会員）を登録し、
相互援助活動の連絡調整を行います。

⑧一時預かり事業（デイ保育） 一時的に保育が必要となったときに、保育園、幼稚園等で一時的に預かり、保育を提供
します。

⑨延長保育事業 保育認定を受けて保育園等に通う子どもに対し、通常の利用時間の前後において保育を
行います。

⑩病児・病後児保育事業 病気の治療中又は回復期にある満６か月～小学３年生の子どもを、病院内の施設で預か
ります。

⑪放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、児童館等を利用して適切な遊び
及び生活の場を提供します。

令和２年度～令和６年度 

次 世代 育成 支 援 対 策 塩 尻 市 行 動 計 画 ・ 塩 尻 市子ども ・ 子育 て支 援 事 業 計 画  

元気っ子育成支援プランⅢ
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・市民アンケートの結果から、本市は、子どもを育てやすいまちとして一定の評価を得ています。
子育て支援に関する本市独自の施策をさらに充実させ、一人ひとりの子どもの成長を支えてい
くことが重要です。

・共働き世帯や母親のフルタイム就労が増加する一方で、父親の育児参加が遅れている可能性が
あります。また、育児に不安を感じる保護者が増えています。家庭での子育ての負担の分散を
促進することや、家庭の子育て力を底上げすることが必要です。

・家庭が責任を持って子育てをしていくことを大切にしつつ、子育て家庭を支える行政、地域、
職場のサポートがますます重要になっています。

・食育、木育、体験活動の指標の結果が低くなっています。子どもや家庭のニーズに合わせ、塩
尻らしい体験を子どもができるよう事業の改善を図っていくことが求められます。

元気っ子応援事業によって、一人ひとりの子どもに寄り
添いながら心身の健やかな成長を支えていきます。また、
子育ての主役である家庭の子育て力を高めるための支援を
行うとともに、子育て家庭を支える地域や職場などのまち
ぐるみのサポートを促進します。さらに、本市の地域資源を
活用した実体験を重視した子育て支援を展開していきます。

・少子化、核家族化により子育て環境が変化し、子育てへの不安が高まっているなか、子どもを
安心して授かり、生み、育てることのできる環境を充実させていくことが求められます。

・共働き世帯や母親のフルタイム就労が増加しています。幼児期の教育・保育や地域子ども・子
育て支援事業のニーズの増加に応えることのできる事業の量と質の確保が求められます。

・支援を必要とする家庭を早期に把握するための体制が整ってきています。それぞれの家庭の状
況に応じた適切な支援につなげていくことが重要です。

妊娠・出産・育児の切れ目のない支援を強化するととも
に、支援を必要とする家庭の早期発見と適切な支援を推進
します。

・子育て世代の転入が増えています。まちぐるみで子どもを育てやすいまちを維持・充実してい
くことが求められます。 子育てがしやくすく、子どもが安心して過ごせる環境づ

くりを推進します。

現状と課題 施策の方向性

市民アンケート結果・統計資料の抜粋

施策の展開（次世代育成支援対策塩尻市行動計画）

塩尻らしい子育ての推進

きめ細かな子育て支援の推進

総合的な子育て環境づくりの推進

総合的な子育て環境づくりの推進

きめ細かな子育て支援の推進

塩尻らしい子育ての推進

個別方針１ 子ども一人ひとりの成長の支援
 施策１　元気っ子応援事業による全ての子どもへの継続的な支援

個別方針２ 家庭の子育て力の強化
 施策１　家庭での育児協力の促進
 施策２　家庭教育への支援

個別方針３ まちぐるみの子育て支援
 施策１　子育てと仕事を両立できる環境整備
 施策２　多様な拠点で実施される活動の充実
 施策３　市民と連携した子育て支援活動の展開
 施策４　地域と連携した子育て支援の推進

個別方針４ 実体験を重視した子育て支援
 施策１　食育の充実
 施策２　木育の充実
 施策３　体験活動の充実
 施策４　遊び場の充実

基 本 目 標
子どもが生まれ育つ豊かさを
みんなで分かちあえるまち

個別方針１ 産前・産後の支援
 施策１　子どもを安心して授かれる環境の充実
 施策２　保健・医療サービスの充実

個別方針２ 乳幼児期等の支援
 施策１　保育園・幼稚園等の充実
 施策２　預かりサービスの充実
 施策３　経済的負担の軽減
 施策４　情報提供の充実

個別方針３ 個々の事情を持つ家庭への支援
 施策１　支援を必要とする家庭への支援
 施策２　ひとり親家庭への支援
 施策３　子どもの貧困対策の推進
 施策４　障がい児がいる家庭への支援
 施策５　相談体制の充実

個別方針１ 子どもが生まれ育つ環境づくり
 施策１　子育て家庭が増える環境の確保
 施策２　良質な住居・居住環境の確保
 施策３　健全育成のための環境の確保

個別方針２ 子どもを守る環境づくり
 施策１　病気・ケガから子どもを守る環境整備
 施策２　犯罪から子どもを守る環境整備
 施策３　事故から子どもを守る環境整備
 施策４　災害から子どもを守る環境整備

／こども課出典：子ども・子育てアンケート調査／こども課
出典：子ども・子育てアンケート調査／こども課出典：子ども・子育てアンケート調査／こども課

出典：毎月人口異動調査／長野県（各年4月1日）
出典：子ども・子育てアンケート調査／こども課出典：子ども・子育てアンケート調査／こども課


